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資料２－３ 



 

 

家庭用品品質表示法の概要 

 
 一般消費者が通常生活に用いる 
・繊維製品 
・合成樹脂加工品 
・電気機械器具 
・雑貨工業品 
(合計90品目)を政令で指定。 

家庭用品品質表示法は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、消費者の商品選
択に資することにより、その利益を保護することを目的とする。 

 
品目ごとに次の内容を告示で規定。 
成分、性能、取扱い上の注意等の品
質に関し表示すべき事項 
事業者が表示の際に遵守すべき事項 
 

 
日本国内の製造業者、販売業者、また
は表示業者。 

対象品目（第２条） 

表示者（第２条） 

表示の標準（第３条） 

表示すべき事項の例 
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特別注意事項の表示（合成洗剤等） 

組成繊維、洗濯絵表示（上衣、ズボン等） 



 

 

指定品目及び表示の標準（繊維製品 ３５品目） 

3 

表示例 
靴下 



 

 

指定品目及び表示の標準（合成樹脂加工品 ８品目） 
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台所用容器等 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料樹脂  スチロール樹脂 

耐熱温度  80℃ 

耐冷温度  －20℃ 

容  量  300mℓ 

取扱い上の注意 

 ○火のそばに置かないでください。 

 ○レモン等柑きつ類の皮に含まれ 

  るテルペン又は油脂によって変 

  質することがあります。 

 

ＡＢＣ樹脂㈱ 

TEL 03-9999-9999 

 

表示例 



 

 

指定品目及び表示の標準（電気機械器具 １７品目） 
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電気ミキサー 

表示例 



 

 

指定品目及び表示の標準（雑貨工業品 ３０品目） 
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指定品目及び表示の標準（雑貨工業品 ３０品目） 
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（革製の手袋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料の種類  掌部 羊革 

       甲部 毛 100% 

寸   法  25cm 

使用上の注意 

 ・色落ち、硬化又は劣化に関する注意事項 

 ・保存、手入れ方法に関する注意事項 

 ・アイロン掛けに関する注意事項 

 

○○××株式会社 

東京都千代田区○○町××番地 

TEL 03-9999-9999 

表示例 



家庭用品の品質表示に関する調査・検討（委託事業） 
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平成２２年度  家庭用品の品質表示に関する調査 

指定品目に対する評価 

表示事項に関する評価 

遵守事項に関する評価 

家表法全般に対する評価（事業者及び事業者団体） 

◆抜本的見直しについて 
 
委員会で出された意見 
・指定品目制の廃止？ 
・表示者を製造業者又は輸入事業者に限定し、 
 品質責任まで負わせる？ 

◆現行制度を前提とした見直し
の在り方について 
・日本の消費者・事業者にとってより分かり 
 やすい表示の検討 
・時流に合った内容への見直し 
・事業者の自主性をより発揮できる表示の検 
 討等 

平成２３年度  家庭用品の品質表示に関する検討会 
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◆各品目の見直しについて 
 
指定品目の追加／削除や、表示事項・
遵守事項について、品目固有の実情に
応じた見直しの検討 
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見直しの方向性 

現行制度を前提に、平成２３年度の検討会における品目固有の実情等の意見を踏まえたう
えで、個別品目の性質や時流に合った見直しを随時行う。 

見直しの方向性 

◆消費者、事業者にとってわかり難い、判断に迷うような状況を解消し、時流に
合った形とする 
 ⇒指定品目の追加／削除／統廃合の検討など 
 
◆事業者の自主性を発揮させ、表示の充実を図る 
 ⇒表示方法、取扱い上の注意の規定の弾力化など 
 
◆必要に応じて海外の表示制度との整合を図る 
 ⇒JIS、ISOの試験方法等の見直しや新規作成を働きかけ、陳腐化を防ぐなど 
 

検討内容 


